
園児が盗難被害や特殊詐欺被害の防止を啓発

パレードで安全安心なまちづくりを啓発

2018年度
第４号 

クイズで学ぼう！お金のイロイロ（問い）

高知県金融広報委員会は、中立公正な立場から、くらしに身近な
金融に関する幅広い広報・学習支援活動を行っている団体です。

Ｑ. 
知るぽるとＨＰ「くらきんクイズ」より
※金融広報中央委員会の広報誌“くらし塾 きんゆう塾”から出題されたクイズです。

知るぽるとキャラクター
矢口十平（矢口家の長男）
やぐちじゅっぺい TEL：088-822-011４

答えは次のページ ⇒〒780－8570　高知市丸ノ内1丁目2番20号
TEL　088-823-9653（くらしネットkochi）　FAX　088-823-9879

088-823-9319（安全安心まちづくり）
 E-mail:141601@ken.pref.kochi.lg.jp

■くらしネットkochi編集・発行者
高知県文化生活スポーツ部県民生活・男女共同参画課

■安全安心まちづくりニュース 編集・発行者
高知県安全安心まちづくり推進会議

■お問い合わせ先
高知県文化生活スポーツ部県民生活･男女共同参画課

高知県金融広報委員会
ホームページ

検索検索

自分のスマートフォンに、「有料動画閲覧履歴があり、未納料金が発生しています。本日中に支払わないと法的手続
きに移行します」（虚偽のメッセージ）が送り付けられてきました。その時、あなたはどのような対応を取りますか。
①こうしたメッセージは「架空請求詐欺」の可能性が高く、身に覚えのない請求なので、無視する。
②コンビニでプリペイドカードを購入して、カードに記載されている固有のＩＤ番号を電話の相手に伝える。
③電話の相手から伝えられた支払番号を、コンビニの端末入力して発行される決済用のシート（申込券）をレジに持参し代金を支払う。

まちづく　ニュースりりまちづく　ニュースりりり安 全 安 心

おかしいなと思ったらすぐ相談を！ おかしいなと思ったらすぐ相談を！ おかしいなと思ったらすぐ相談を！ おかしいなと思ったらすぐ相談を！ 
　４月から１人暮らしなど新生活を始める方もいらっしゃるでしょう。この時期、契約をする機会が増える一方で、
さまざまな契約に関するトラブルに巻き込まれやすくなります。
　取り返しがつなかいことにならないよう、契約の知識や消費者トラブルの事例・対処法を知っておくことが大切
です。少しでも疑問・不安があれば、迷わず「（局番なしの）１８８（いやや）」へ電話しましょう。（お住まい
の市町村等の消費生活相談窓口をご案内します）

　見知らぬ人からＳＮＳで突然「友達になって下さい」とメッ
セージが届き、仕事や趣味などの話をして親しくなった後に
実際に会ってみるとカフェなどで高額な株式投資や投資用Ｄ
ＶＤの購入を迫られるなどのトラブルが増えています。
　中には高額な契約金を「学生ローンなどで支払えば金利も

安くお得」などと勧めてくる場合もあり、
安易に契約しないようにしましょう。
　もしも契約してしまった場合でも契約
書を受け取ってから２０日間はクーリン
グ・オフができるため、早めに相談を！親
しい人からの勧誘でも必要のない契約
は、はっきりＮＯと断る勇気も大切です。

　2022年４月に改正民法が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
成年年齢が引き下げられると、18歳・19歳は「未成年者取消権」の対象ではなくなり、悪質な事業者のターゲットにな
るなど、若者の消費者被害が増加することが懸念されています。
※「未成年者取消権」とは
　未成年者が契約するには親（法定代理人である親権者）の同意を得ないで締結した場合に契約を取り消すことができる制度のことで
す。（既婚者や、年齢を偽った場合など一部対象外があります）

　賃貸住宅の退去時、原状回復費用として敷金を上回る
など高額請求をされるトラブルが起こることがあります。
●賃貸契約を締結する際には、契約書の内容をよく読む
●入居時に貸主と共に損耗箇所、程度、発生時期など、
事実を記録するチェックリストをつける、写真に撮るな
ど証拠を残しておくなど注意が必要です。
　原状回復費用の範囲や算定
の考え方については、国土交通
省が「原状回復をめぐるトラブ
ルとガイドライン」として公表し
ています。

若者に多い消費者トラブル例

ＳＮＳで知り合った人に誘われて…

若者の消費者トラブル

きれいに使っていたのに、
退去時に高額請求！賃貸物件マルチ商法

　宿毛警察署と宿毛地区地域安全協議会は、１０月１７日
（水）、宿毛文教センターにおいて、市内の保育園の協力を
得て、高齢者を対象とした盗難被害や特殊詐欺被害防止
の寸劇や呼び掛けを行いました。
　寸劇では、橋上保育園から駆けつけた可愛いお巡りさ
んが大活躍。
　呼び掛けでは、宿毛保育園の皆さんが、ポーリー君、ポ
リンちゃんと一緒に、大きな声で注意を呼び掛けてくれま
した。

　中村警察署と中村地区地域安全協会は、10月11
日（木）、安全安心なまちづくりを広報啓発するパレー
ドを行いました。
　パレードには、一日警察署長の間六口さんや高校
生ボランティア、中村南小学校鼓笛隊の皆さんなど、
多くの方々が参加。
　参加者は、演奏に合わせて、アーケード内などをパ
レードしながら、地域の皆さんや通行人らに、地域安
全を呼び掛けました。

　室戸警察署と室戸地区地域安全協議会は、10月
12日（金）、安全安心なまちづくりを広報啓発するパ
レードを行いました。
　パレードには、室戸市のタウンポリスや社会福祉協
議会、元保育所鼓笛隊の皆さんなど、多くの方々が参
加。
　参加者は、演奏に合わせて、商店街などをパレード
しながら、地域の皆さんや通行人らに、地域安全を呼
び掛けました。

～全国地域安全運動期間中における取組をご紹介～

成年年齢引き下げが決定注 目 ！
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日曜日～金曜日　９：00～ 16：45

土曜日・祝日・12/29 ～１/３
※日曜日も相談を受け付けています

受付時間

休　所　日

〒780-0935　高知市旭町３丁目115番地「ソーレ」２階住　　所

ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/

高知県立消費生活センター☎088-824-0999

県内事例①

クイズで学ぼう！お金のイロイロ（答え）

消費者ホットライン……局番なしの１８８番（いやや）　お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します

くらしネット

●フリマアプリでの取引は、あくまで個人間売買で、自己責任が原則です。運営会社は、「トラブルは当事者間で
解決すること」と規約で定めるなど、基本的に関与しません。  
●消費生活センターは、個人間で起きたトラブルは相談の対象外なので、間に入ることはできません。リスクの伴
う取引だと認識し、利用者自らがトラブルの未然防止を心がけて利用する必要があります。  
●マナーの悪い人、取引に不慣れな人が参加している可能性もあります。取引実績をチェックするなど、相手や商
品について十分情報を収集したうえで取引しましょう。
●運営会社の定めた利用規約は必ず確認し、ルールとマナーを守りましょう。

　フリマアプリで、画像からはワンピースにしか見えない商品を購入したところ、実物はキュロットスカートだった。
出品者に返品を申し出ると、「購入者の確認不足が原因なので、返品は受け付けない」と断られた。（50代　女性） 

県内事例②
　フリマアプリで、ブランドもののＴシャツが出ていた。タグに本物を証明するマークが写っており、相場より安いので
購入を即決した。届いた商品を見たら、タグにマークがついていなかった。出品者に、偽物なので返品したいと申し出た
が、本物だと繰り返すばかり。フリマ事務局に、経緯を説明して解約を申し出ているが、連絡がない。 （30代　男性）

消 費 生 活 セ ン タ ー 便 り

フリマアプリでの取引は、
自己責任が原則。取引は慎重に！
フリマアプリでの取引は、
自己責任が原則。取引は慎重に！

知るぽるとキャラクター
矢口イチ（矢口家の愛犬）
やぐち

　インターネット上で個人同士が商品などを取引できるフリマアプリなど、フリーマーケットサービスを
利用する方が増加しているなかで、「届いた商品が写真と違う」「偽物が届いた」という購入者からの相
談だけではなく、「購入者が評価をせず、代金が受け取れない」といった出品者からの相談も寄せられ
ており、注意が必要です。

kochi

消費生活に関するご相談は

　高知県金融広報委員会では、金融・経済、生活設計、生命保険などに関する専門家である「金融広報アドバイザー」を
地域やグループ等で開催される各種学習会・講演会へ無料で派遣しています。「家計簿のつけ方を勉強したい」、「最近
の金融トラブルについて詳しく話を聞きたい」など、くらしに関係のある金融情報について勉強したいと思われたら、お
気軽にお問い合せください。

高知県金融広報委員会事務局（日本銀行高知支店総務課内）　TEL：088-822-0114

まちづく　ニュースりりまちづく　ニュースりりり
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高知県犯罪のない
安全安心まちづくり
シンボルマーク

みんなで始めよう!犯罪のない安全安心まちづくり安 全
安 心　相手を不安に陥れてお金をだまし取る「架空請求詐欺」。「電子マネー型」、「収納代行利用型」であろうと、共通する対処法は、

身に覚えのない請求は無視するということです。通常有料動画サイトでは、プリペイドカードや収納代行サービスを使って利用料
金の支払いをさせることはありません。「有料動画サイトの未納料金」をこうした方法で支払わせようとする相手は、詐欺だと疑う
必要があります。万が一、だまされてしまった場合には「電子マネー型」の場合はプリペイドカードの発行元に早急に連絡、「収納
代行利用型」の場合は領収書に記載された事業者などに連絡し、さらに最寄りの警察署や消費生活センターに相談しましょう。

答えは①こうしたメッセージは「架空請求詐欺」の可能性が高く、
　　　　身に覚えのない請求なので、無視する。

Facebookも
チェック⇒

このほか
高知県立消費生活センター
からの情報発信中！

「高知県自転車条例」が施行されます「高知県自転車条例」が施行されます
　平成31年４月１日から、『高知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例』が施行されます。
　この条例は、「自転車の安全で適正な利用を促進し、歩行者・自転車・自動車がともに安全に通行するこ
とで、県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に役立てること」を目的として制定されました。
　自転車を利用する方は、『自転車が車両』であることを自覚して交通ルールを守り、自転車を安全に利用
してください。

★ 自転車は車両です。車と同じく、道路交通法などの関係法令を守りましょう。
★ 自転車が通行できる歩道でも、歩行者に十分配慮しましょう。
★ 安全で適正な利用のため、技能・知識を習得しましょう。
★ 日頃から点検整備を行い、異常を感じた時は、販売業者などで点検整備を受けしょう。
★ 事業者は、自転車を利用する従業員に対し、安全で適正な利用のための指導を行いましょう。

■自転車利用者の保険への加入
■自転車を利用する子どもの保険への加入
■貸付業者・事業者の保険への加入
■小売業者による自転車購入者への保険加入に関する情報
　提供

■自転車の点検整備と施錠等の防
犯対策

■小売業者・貸付業者による購入
者等への、安全で適正な利用に
関する情報提供・助言

■児童生徒等への発達
の段階に応じた教育
■児童生徒等の自主的
な活動への配慮
■学生等への啓発

■保護者による
　教育
■家族による
　高齢者への助言

■県民に対する自転車交通安全教育

安全利用の促進に向けて

条例の主な取組内容

自転車交通安全教育等
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※自動車の任意保険や障害保険の特約として付いている場合があります。ご自身が加入している保険を確認
　してみてください。

もしもの時に備えて、保険に加入しましょう。

子どもの未来
を守る

ヘルメット!!

自転車損害賠償保険加入の努力義務化

　自転車を安全で適正に利用し、歩行者及び自動車等と共に安
全に道路を通行することができるようにするための交通安全教
育等の実施 子ども（18歳以下）が利用す

る自転車への反射器材の装
着とヘルメットの着用への
努力義務

ヘルメットの着用等

日頃から点検を!


